
心理判定事務員（兵庫県会計年度任用職員）募集 

 
専門的な知識と技術を必要とする、１８歳未満の子どものさまざまな問題に

ついての相談機関である、こども家庭センター（児童相談所）での心理判定業務
を行う会計年度任用職員を募集します。 
 
１ 勤務先 兵庫県西宮こども家庭センター 
      西宮市青木町３－２３ 
      電話：０７９８－７１－４６７０ 
      FAX：０７９８－７４－２５３８ 

 
２ 担当地域 西宮市、芦屋市 
 
３ 業務内容 療育手帳の交付にかかる心理判定事務 
       （WISC、新版 K式を使用します。） 
       被虐待児童等の心理面接、検査、フォローアップ 
 
４ 募集人員 １名 
 
５ 勤務日・勤務時間  月曜日～金曜日のうち４日（週２９時間） 
            ９：００～１７：１５（休憩時間６０分） 

 
６ 雇用期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日 
       ※更新の可能性あり（勤務成績による） 
 
７ 必要な資格等  大学又は大学院の課程において、心理学を専攻する学科

又はこれに相当する課程を修めて卒業（修了）した者又は卒
業（修了）見込みの者 

 
８ 労働条件等 
 (1) 基本報酬（地域手当、特殊勤務手当に相当する報酬を含む） 
    月給 １６９，１００円～１９２，３００円 

    ※報酬の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴等により個別に
決定します。なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承く
ださい。 

    ※基本報酬の額は、正規職員の給与改定を受けて、変更される場合があ
ります。 

 (2) 通勤手当 正規職員に準じて実費相当分を支給（上限あり）。車通勤不可 
 (3) 期末・勤勉手当 年２回 （１年目：計３．０２月） 
 (4) 加入保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害 
 (5) 休暇    年次有給休暇（１０日）、特別休暇（夏季休暇４日ほか） 
 (6) 条件付採用 地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 22条及び第 22

条の２第７項の規定に基づき、採用は条件付きとし、採用後１

ヶ月を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として
正式採用となります。 



９ 選考 
  書類選考及び面接により実施します。 
  書類選考結果及び面接日時等は電話にてご連絡いたします。 

 
10 応募方法 

(1)履歴書（写真貼付） 
(2)資格がわかるものの写し（卒業証明書等） 
(3)職務経歴書（職歴がある場合のみ） 

 
上記書類を西宮こども家庭センター総務課まで郵送してください。 
※来所不可 

    
  
 11 応募・問い合わせ先 
    兵庫県西宮こども家庭センター 総務課  担当：小川 
     〒６６２－０８６２ 
     兵庫県西宮市青木町３－２３ 
       電話：０７９８－７１－４６７０ 
      FAX：０７９８－７４－２５３８ 
 
12 その他 

(1) 受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があ

ることが判明した場合は、合格を取り消します。 

(2) 地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、

かつ、懲戒処分等の対象となります。 

(3) 営利企業への従事（兼業）を行うことができますが、兼業についての届出

が必要になります。また、以下のような場合に該当しないよう注意してくだ

さい。 

  ・兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合 

  ・兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合 

  ・兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合 

 


